
 

 

 

 

 

 

 

 
令和 5 年 3 月 4日（土）に、第 2回拡大常任理事会を会場および Zoom でのハイブリッド

会議で開催いたしました。 

１ 開会（松本会長あいさつ）  

               年度末、ご多用のところ、ご出席賜りまして、まことにあり 

                がとうございます。5 月 8 日より、新型コロナウイルス感染 

                症の感染症法上の位置づけが変更となりますが、3 月 13 日 

                以降はマスクの着用の考え方も見直されることとなっており 

                ます。国民ひとり一人が自ら考え選択していくことになりま 

                すので、保健師の保健指導が重要なものとなります。しっか 

                りとこの機に働きかけられるよう、皆様とともに頑張りたい 

                と思います。 

 今後に向けましては、健康危機管理への対応力の強化とともに、新たな課題への対応も求めら

れています。年間出生数は 8 万人を下回り、人口減少社会が 10年早く到来すると言われてお

り、独居高齢者など孤立の問題が顕在化し、社会的格差がますます拡大することが予想されま

す。このような状況を踏まえ、保健師のリーダーである私たちは、一丸となって対峙していく必

要があります。ぜひ、皆様と心を一つにして活動をしていきたいと思いますので、本日の拡大常

任理事会でも忌憚の無いご意見を賜りたく、どうぞ、よろしくお願いいたします。  

 
２ 議事 

（１）令和６年度に向けた国への要望について 

 令和 4年 12 月 19 日から 2月 6 日まで意見照会を実施した結果、17 か所から提出がありまし

た。分野別では、重点要望に関する意見が多数を占めました。今回提出の資料には、提出された

意見・要望を入れて作成してありますが、今後、当会として国に提出すべき内容かどうか、タイ

ミングも含めて精査していきます。特に重点要望では、「アフターコロナ」の視点で「平時から

の感染症対策」という意味合いを持たせるか協議中であり、また、こども家庭庁が設置されたこ
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とから施策別要望のトップに「母子保健施策及び児童福祉施策」を載せる方向で調整していま

す。 

 その他、統括保健師の配置に係る意見では、法的位置づけを求めるご意見が複数ありましたが

職員の配置・定数は、地方自治法で定められていることから、「保健師の活動指針」で配置の必

要性を明文化していただけるように要望内容を検討していきます。 

 全体を通してご意見等があれば、3 月 17 日までに戸矢崎理事までお願いします。 

 今後の予定は、内容を精査したものを 4 月の理事会に提出、審議ののち 5 月には国に提出する

予定で事務を進めていきます。 

 

（２）令和 4 年度部会・委員会活動報告 

 各部会、各委員会、各ブロックから事業報告を受け、内容を共有しました。 

 活動報告では共通した内容として、集合研修により顔を合わせて意見交換ができ、つながりが

感じられたこと、オンライン形式との組合せで多くの参加者があったものの、経費が増加したこ

となどの報告がありました。 

 

（３）令和 5 年度 第 45 回代議員総会について 

 令和 5 年度の総会は、令和 5年 11 月 18 日（土）長野市で 

開催される予定です。開催方法は、集合とハイブリッド方式 

を併用、会場参加は、各都道府県 2名までの予定で検討中で 

す。詳細はこれから検討していきますので、今後の情報配信を 

お待ち願います。 

 
（４）令和 5 年度ブロック別研修会について 

 ブロック別研修会の開催時期について、従前の時期にもどし 7 月～9 月頃の企画とします。 

そのため、ブロック別研修会計画書の提出を 6 月末までにお願いします。 

 
（５）令和 4 年度推進事業報告について 

 「自治体における新規採用保健師の人材育成にかかる実態および体系的な研修体制の構築にか 

かる調査研究事業」の概要版が完成、各自治体の人事部門担当に送付する予定とのことです。 

 調査結果から、人事部門と総括保健師との連携により人材育成が進んでいる状況があるが、自 

治体の規模が小さくなるほどその割合が低くなっている現状が明らかになりました。概要版には 

人事部門への提言として「体系的な人材育成体制に向けたポイント」も記載してあります。 

 
（６）令和 5 年度推進事業について 

 「地域保健総合推進事業」の概要について、計画書のとおり説明がありました。これにより都 
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道府県、保健所設置市、その他の市町村の統括保健師間の連携強化が促進されることが期待でき 

るとのことです。 

（７）保健師の未来を拓くプロジェクトについて 
 保健師の公衆衛生看護活動の基盤となるグローバルスタンダードを作成し、社会的認知を 
得ることを目指したプロジェクトを始めます。当面は、全国保健師長会、全国保健師教育機 
関協議会、日本公衆衛生看護学会の 3 団体を中心に構成し、推進していきます。 
（８）「地方衛生研究所の在り方に関する調査等」保健師人材ワーキンググループの報告 
   
（９）公衆衛生情報執筆担当について 
 昨年同様に執筆回数の少ないブロックからブロック理事を通して選出していただきます。  
２０２３年 ７月号 近畿ブロック 
     １１月号 中国・四国ブロック 
２０２４年 ３月号 北関東・甲信越ブロック 

３ 報告事項 
 令和 5 年度役員について 
 今年度をもって、戸矢崎悦子総務担当常任理事が退任されます。後任は、横浜市港南区福

祉保健センター子ども家庭支援課長の奥津秀子さんが就任される予定です。 

        
 
 
 
 
 
 
 
４ 閉会 

                                 （作成：広報委員会） 

公衆衛生看護活動に有益な     情報を配信中︕ 全国保健師長会ホームページ http://www.nacphn.jp/index.html 

✿全国保健師長会ニュースは、ホームページの「こんな活動をしています」－「理事会・拡大常任委員会・常任理事会報告」

のページに掲載しています。 

【今後の予定】 
 第 1 回理事会 日 時 ： 令和 5 年４月 22 日（土）12：45～14：15 
 令和 5 年度  講演会 ： 令和 5 年４月 22 日（土）14：30～16：45(zoom ウェビナー) 
 厚生労働省 五十嵐保健指導室長、こども家庭庁 内田母子保健室指導専門官よりご講演

いただきます。zoom ウェビナー視聴によるオープン講演会ですので、ぜひ大勢の皆様の

参加をお待ちしております。 

今年度をもって退任される役

員の皆様 大変ありがとうご

ざいました。 


